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。



衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
安
倍
晋
三
内
閣
に
お
け
る
外
務
省
在
外
職
員
の
住
居
手
当
に
係
る
改
革
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
、
三
か
ら
五
ま
で
及
び
八
に
つ
い
て

在
外
職
員
が
在
外
公
館
に
お
い
て
勤
務
す
る
の
に
必
要
な
住
宅
費
に
充
当
す
る
た
め
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
あ
る
住
居
手

当
に
つ
い
て
は
、
職
員
に
対
す
る
研
修
や
在
外
公
館
長
へ
の
指
示
に
よ
り
そ
の
趣
旨
の
徹
底
を
図
っ
て
き
て
お
り
、
適
切
に

使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

ま
た
、
当
該
手
当
に
つ
い
て
は
、
「
在
勤
手
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
で
の
検
証
結
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
在
勤
手
当
の

支
給
水
準
の
客
観
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
外
務
人
事
審
議
会
に
よ
る
勧
告
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
意
義
や
必
要
性
に
照
ら
し

て
、
必
要
と
さ
れ
る
経
費
に
つ
い
て
十
分
に
精
査
を
行
い
、
適
正
な
額
を
定
め
て
き
て
お
り
、
厳
し
い
財
政
状
況
に
鑑
み
、

今
後
と
も
適
正
な
額
と
な
る
よ
う
努
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

住
居
手
当
の
予
算
額
は
、
平
成
十
六
年
度
が
八
十
四
億
千
四
百
六
十
八
万
二
千
円
、
平
成
十
七
年
度
が
八
十
一
億
四
千
六

百
四
十
九
万
二
千
円
、
平
成
十
八
年
度
が
八
十
五
億
千
二
十
万
八
千
円
、
平
成
十
九
年
度
が
九
十
億
千
四
百
四
十
二
万
円
、

一



平
成
二
十
年
度
が
九
十
五
億
七
百
三
万
千
円
、
平
成
二
十
一
年
度
が
九
十
億
八
十
九
万
五
千
円
、
平
成
二
十
二
年
度
が
八
十

一
億
七
千
四
百
四
十
一
万
六
千
円
、
平
成
二
十
三
年
度
が
七
十
七
億
二
千
九
百
四
十
六
万
九
千
円
、
平
成
二
十
四
年
度
が
六

十
九
億
九
千
八
百
六
十
六
万
千
円
及
び
平
成
二
十
五
年
度
が
六
十
八
億
三
千
五
百
七
万
四
千
円
で
あ
る
。

ま
た
、
各
年
度
に
お
け
る
当
該
手
当
の
予
算
額
を
そ
の
支
給
対
象
と
な
る
在
外
職
員
の
人
数
で
除
し
た
金
額
に
つ
い
て

は
、
詳
細
な
調
査
を
要
す
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
各
年
度
に
お
け
る
当
該
手
当
の
予
算
額
を
在
外

職
員
の
人
数
（
当
該
年
度
の
在
外
公
館
の
職
員
定
員
か
ら
在
外
研
修
員
等
の
定
員
を
除
い
た
人
数
）
で
除
し
た
場
合
の
一
人

当
た
り
月
額
は
、
平
成
十
六
年
度
が
約
二
十
三
万
九
千
円
、
平
成
十
七
年
度
が
約
二
十
三
万
千
円
、
平
成
十
八
年
度
が
約
二

十
四
万
千
円
、
平
成
十
九
年
度
が
約
二
十
五
万
千
円
、
平
成
二
十
年
度
が
約
二
十
五
万
七
千
円
、
平
成
二
十
一
年
度
が
約
二

十
三
万
六
千
円
、
平
成
二
十
二
年
度
が
約
二
十
一
万
三
千
円
、
平
成
二
十
三
年
度
が
約
二
十
万
千
円
、
平
成
二
十
四
年
度
が

約
十
八
万
四
千
円
及
び
平
成
二
十
五
年
度
が
約
十
八
万
二
千
円
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

在
勤
手
当
は
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
、
課
税
の
対
象
と

な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
取
扱
い
は
法
令
の
規
定
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

二



七
に
つ
い
て

個
々
の
在
外
職
員
の
外
交
活
動
に
つ
い
て
は
様
々
な
形
が
あ
り
、
相
手
方
と
の
関
係
や
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
観
点
か

ら
も
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
報
告
を
課
す
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

三


